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お
知
ら
せ

僂

　 　
中
池
市
民
プ
ー
ル
オ
ー
プ
ン

◆
期
間
　
6
月
　
日
（
土
）
～
9
月
5
日
（
日
）

26

（
月
曜
日
は
休
み
）
　
※
7
月
　
日
（
月
・

19

祝
）
は
営
業
し
ま
す
。
8
月
1
日
（
日
）
は

大
会
で
貸
し
切
り
と
な
る
た
め
一
般
の
方

の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

◆
利
用
時
間
　
午
前
9
時
～
午
後
4
時

◆
使
用
料
　
▽
中
学
生
以
下
＝
無
料
　
▽
高

校
生
以
上
＝
3
1
0
円

◆
利
用
条
件
　
次
に
該
当
す
る
方
は
保
護
者

同
伴
と
し
ま
す
。

▽
小
学
3
年
生
以
下

▽
　
メ
ー
ト
ル
以
上
泳
げ
る
許
可
証
（
各
学

50校
で
発
行
す
る
も
の
）
を
持
っ
て
い
な
い

小
学
4
～
6
年
生
お
よ
び
中
学
生

◆
照
会
先
　
中
池
公
園
事
務
所
（
緯
厩
0
2

1
4
）

　
Ｆ
Ｍ
補
聴
援
助
シ
ス
テ
ム
の
    

　
貸
し
出
し

　
話
し
手
と
聞
き
手
の
距
離
が
離
れ
た
会
場

や
騒
が
し
い
場
所
で
、
相
手
の
声
を
補
聴
器

か
ら
聞
き
や
す
く
す
る
た
め
の
Ｆ
Ｍ
補
聴
援

助
シ
ス
テ
ム
を
お
貸
し
し
ま
す
。

◆
対
象
者
　
市
内
在
住
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
を
持
つ
聴
覚
障
が
い
者
お
よ
び
市
内
の

聴
覚
障
が
い
者
が
参
加
す
る
行
事
な
ど
を

主
催
す
る
団
体
・
個
人
（
営
利
目
的
の
方

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
）

◆
貸
出
期
間
　
7
日
間

◆
貸
出
台
数
　
1
回
の
利
用
に
つ
き
、
送
信

案案案案案案案

内内内内内内内
あ
ん
な
い

機
1
台
、
受
信
機
3
台
ま
で
（
補
聴
器
は

お
貸
し
出
来
ま
せ
ん
。）

◆
貸
出
料
　
無
料

◆
申
込
先
　
利
用
し
た
い
日
の
3
日
前
ま
で

に
福
祉
政
策
課
（
緯
姥
9
0
3
1
　
姉
姥

7
7
4
8
）

※
申
し
込
み
時
に
、
機
器
の
受
取
方
法
、
使

用
方
法
を
説
明
し
ま
す
。

　
農
地
の
草
刈
り

　
こ
れ
か
ら
農
地
の
雑
草
が
生
い
茂
る
季
節

と
な
り
ま
す
。
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
、
火
災
・

病
虫
害
な
ど
の
発
生
原
因
と
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
草
刈
り
を
は
じ
め
農
地
の
適
正
管

理
に
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
草
刈
作
業
中
は
走
行
車
両
な
ど
に
十

分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
照
会
先
　
農
務
課
（
緯
姥
6
7
6
1
　
姉

姥
7
7
4
1
）、
農
業
委
員
会
事
務
局
（
緯

姥
6
7
6
5
　
姉
姥
7
7
4
1
）
ま
た
は

各
地
域
事
務
所
産
業
建
設
係

　
農
地
転
用

　
農
地
転
用
と
は
、
農
地
を
住
宅
や
工
場
な

ど
の
農
地
以
外
の
用
地
に
す
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
こ
の
農
地
転
用
に
は
農
地
法
の
許
可

が
必
要
で
、
次
の
点
に
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
の
土
地
は
、
登
記
簿
ま
た
は
現
況
が

農
地
か
ど
う
か
で
判
断
し
ま
す
。

▽
一
時
的
な
資
材
置
場
や
砂
利
採
取
場
な
ど

の
転
用
に
も
許
可
が
必
要
で
す
。

▽
無
断
転
用
（
許
可
を
得
な
い
で
転
用
し
た

場
合
）
に
は
、
厳
し
い
措
置
が
講
じ
ら
れ

ま
す
。

▽
農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地
を
転
用
す
る

場
合
は
、
農
地
転
用
の
前
に
農
振
農
用
地

の
除
外
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

（
こ
の
申
請
は
、
毎
年
9
月
末
日
が
締
め

切
り
で
す
。
期
日
ま
で
に
十
分
な
余
裕
を

持
っ
て
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
）

◆
照
会
先
　
▽
農
地
転
用
手
続
き
＝
農
業
委

員
会
事
務
局
（
緯
姥
6
7
6
5
　
姉
姥
7

7
4
1
）
ま
た
は
各
地
域
事
務
所
産
業
建

設
係
、
お
近
く
の
農
業
委
員
　
▽
農
振
農

用
地
の
除
外
手
続
き
＝
農
務
課
（
緯
姥
6

7
6
1
　
姉
姥
7
7
4
1
）
ま
た
は
各
地

域
事
務
所
産
業
建
設
係

　
自
動
車
事
故
被
害
者
家
庭
　
　

　
援
護
制
度

　
県
内
の
自
動
車
事
故
に
よ
る
被
害
者
の
た

め
の
援
護
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
の

方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
交
通
遺
児
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
】

　
保
護
者
が
死
亡
ま
た
は
重
度
の
後
遺
障
が

い
者
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
家
庭
の
子
ど
も

（
0
歳
～
中
学
3
年
生
）
に
対
し
て
、
健
全
な

育
成
を
図
る
目
的
で
育
成
資
金
を
無
利
子
で

貸
し
付
け
ま
す
。

【
重
度
の
後
遺
障
が
い
と
な
っ
た
方
に
対
す

る
介
護
料
支
給
】

　
自
動
車
事
故
に
よ
り
「
脳
」「
脊
髄
」「
胸

腹
部
臓
器
」
に
損
傷
を
受
け
、
重
度
の
後
遺

障
が
い
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、「
常
時
」
ま
た

は
「
随
時
」
の
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
方
に

対
し
て
介
護
料
を
支
給
し
ま
す
。

◆
照
会
先
　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
岐
阜
支
所
（
緯
0
5
8
・
2
6
3
・

5
1
2
8
）

広　告

有料広告

広　告

有料広告


